
消
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
三
十
号 

消
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

消
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
広
島
県
規
則
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
（
以
下
「
製
造
所
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
移
送
取
扱
所
（

同
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
に
係
る
移
送
取
扱
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、

「
製
造
所
等
の
」
を
「
移
送
取
扱
所
の
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
製
造
所
等
」
を
「
移
送
取
扱
所
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
一
号
中 

製
 造

 所
 等

 の
 別

 

 

を 

 
 
 
 
移
 
 
 
 
 
 
送
 
 
 
 
 
 
取
 
 
 
 
 
 
扱
 
 
 
 
 
 
所
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

に
、 

許
可
年
月
日

 
  

 
年
 
 
月
 
 
日

製
造

所
等
 

の
区

分
 

 

許
可

番
号

指
令
消
防
第
 
 
  

 
号

を 許
可

年
月

日
年
 
 
月
 
 
日

許
可

番
号

指
令
 
 
第
      

 
号

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
中                           

       

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

に
、 

 

「
 

」

「
 

」

  
製
 造

 所
 等

 使
 用

     届
 出

 書
 

休
止
 

再
開
 

「
 

」
 

  
移
 送

 取
 扱

 所
 使

 用
     届

 出
 書

 
休
止
 

再
開
 

「
 

」

「
 

」」
「
 

  
製
 造

 所
 等

      変
 更

 届
 出

 書
 

名
 義

 

名
 称

 

「
 

」

  
移
 送

 取
 扱

 所
      変

 更
 届

 出
 書

 
名
 義

 

名
 称

 

「
 

」



設
置

場
所
 
 

許
可

年
月

日
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日

検
査
年
月
日

 
 
年
 
 
月
 
 
日

許
可

番
号
 

指
令
    

第
   

   
号

検
査

番
号

第
 
 
 
  

 
 
 
 
号

製
造

所
等

の
別
 
 

製   造   所   等 

貯
蔵

所
又

は
 

危
険
物
の
類

 

を 設
置

場
所
 
 

許
可

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日

検
査

年
月

日
年
 
 
月
 
 
日

許
可

番
号
 
指
令
 
 
第
 
 
 
 
号

検
査

番
号

第
 
 
   

 
 
 
 
号

品
名

 
危

険
物

の
類
 
 

最
大

数
量

 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
号
中「

製
 造

 所
 等

 軽
 易

 変
 更

 届
 出

 書
」

を
「移

 送
 取

 扱
 所

 軽
 易

 変
 

更
 届

 出
 書

」

に
、 

設
置

場
所
 
 

許
可

年
月

日
 

完
 
 
 
成

検
査
年
月
日

許
可

番
号
 

検
査

番
号

 

製
造

所
等

の
別
 
 

製   造   所   等 

貯
蔵

所
又

は
 

危
険
物
の
類

 

を 設
置

場
所
 
 

許
可

年
月

日
 

年
 
 
月
 
 
日

完
成

検
査

年
月

日
年
 
 
月
 
 
日

許
可

番
号
 
指
令
 
   第

 
 
 
 号

検
査

番
号

第
 
 
  

  
 
 
 
号

品
名

 

危
険

物
の

類
 
 

最
大

数
量

 

に
改
め
、
同
様
式
注
中
「
製
造
所
等
」
を
「
移
送
取
扱
所
」
に
改
め
る
。 

取
扱
所
の
区
分
 

最
大

数
量

 
 
 
 
 
 

品
 
 
 
名
 

「
 

」

「
 

取
扱
所
の
区
分
 

最
大

数
量

 
 
 
 
 
 

品
 
 
 
名
 

「
 

」

「
 

」」



別
記
様
式
第
五
号
中「

危
険
物
製
造
所
等
災
害
発
生
届
出
書
」

を「
移
送
取
扱
所
災
害
発
生
届
出
書
」

に
、 

 製
造

所
等

の
区

分
設

置
許

可
年

月
日

年
 
 
月
 
 
日

を 許
可

年
月

日
     年

 
 
月
 
 
日
 

許
可

番
号

指
令
 
 
第
 
  

 
号

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

」
許
  可

  番
  号

    第
 
 
 
 
  

 
号

「
 

」
「
 


